
大規模地震時の教職員対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生 

児童生徒等が在校している 児童生徒等が在校していない 

○管理職による指示によって、グラウンドへ避難・誘導を開始する。 

担任等による児童生徒等の安否確認 

 

 

○担任等から管理職へ報告、児童生徒等は待機 

○その他の教職員は、学校地震災害対策本部の指示に 

基づき行動する。 

グラウンド 

では 

担任・授業・部活動担当者 

は、児童生徒等の所在確認 

 

避難経路の確認・確保 

全教職員で、児童生徒等の 

安否確認 

勤 務 時 間 内 勤務時間外・休日 

緊急参集 



 

 

 

 教職員参集までの流れ（勤務時間外・休日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）参集する時は、機能的な服装を着用し、身分証明書、飲料水、非常食、着

替え、常備薬を携行する。 

（２）第２次応急要員が参集できない場合は、参集できない理由を学校へ連絡し、

参集できる状況になったら、速やかに参集する。交通途絶等で自校に参集

不可能な場合は、最寄の学校(小、中、高、特別支援学校の別)に参集する。 

（３）参集途上の安全を確保するため、警報等の情報を入手するとともに、

参集経路上の危険区域を避けて参集する。 

勤 務 時 間 外 ・ 休 日 

家族等の安否確認 

安 全 を 確 認 家 族 等 に ケ ガ ・ 安 否 不 明 

自宅等で応急処置・救助 

参集準備（飲食品などを携行する） 

安否確認 

自 校 へ 参 集 

（もしくは、①最寄の特別支援学校②最寄の小・中・高等学校へ参集） 

地震災害の発生 

例えば・・・ 

県内震度５強を観測した場合 

→第２次応急要員が参集 

県内震度６弱を観測した場合 

 →全教職員が参集 


